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派
遣
労
働
者
や
期
間
従
業
員
の
た
め
の
い
わ
ゆ
る
「
年
越
し
派
遣
村
」
へ
の
政
府
の
支
援
、
関
与
並
び
に
失
業

問
題
に
対
す
る
政
府
の
認
識
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
十
二
月
三
十
一
日
、
各
種
労
働
団
体
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
市
民
団
体
等
に
よ
り
、
同
日
よ
り
本
年
一
月
五
日
朝
ま
で
の
期

間
限
定
で
、
昨
今
の
不
況
の
あ
お
り
を
受
け
て
失
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
住
ま
い
を
な
く
し
た
派
遣
労
働
者
や
期
間
従
業
員

（
以
下
、
「
非
正
規
社
員
」
と
い
う
。
）
に
炊
き
出
し
等
食
事
を
提
供
す
る
い
わ
ゆ
る
「
年
越
し
派
遣
村
」
（
以
下
、
「
派
遣

村
」
と
い
う
。
）
が
東
京
都
千
代
田
区
の
日
比
谷
公
園
内
に
開
設
さ
れ
た
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

「
派
遣
村
」
の
開
設
を
政
府
は
い
つ
知
っ
た
か
。

二

「
派
遣
村
」
に
は
三
百
人
を
超
え
る
「
非
正
規
社
員
」
が
集
ま
り
、
パ
ン
ク
状
態
と
な
っ
た
た
め
、
本
年
一
月
二
日
、
厚

生
労
働
省
は
同
省
の
講
堂
を
開
放
す
る
措
置
を
と
っ
た
が
、
「
派
遣
村
」
が
開
設
さ
れ
る
に
当
た
り
、
そ
も
そ
も
政
府
と
し

て
ど
の
様
な
支
援
、
関
与
を
行
っ
て
き
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

こ
れ
ま
で
公
務
と
し
て
「
派
遣
村
」
を
訪
問
し
、
視
察
し
た
政
府
職
員
は
い
る
か
。
い
る
の
な
ら
、
そ
の
職
員
の
官
職
氏

名
並
び
に
訪
問
し
た
日
に
ち
を
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

そ
も
そ
も
政
府
、
特
に
厚
労
省
こ
そ
が
、
「
派
遣
村
」
の
様
に
「
非
正
規
社
員
」
を
支
援
す
る
事
業
を
率
先
し
て
行
う
べ
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き
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
政
府
、
特
に
厚
労
省
の
見
解
如
何
。

五

昨
年
十
二
月
二
十
六
日
、
厚
労
省
は
昨
年
十
月
か
ら
本
年
三
月
に
か
け
て
、
全
国
で
約
八
万
五
千
人
に
上
る
「
非
正
規
社

員
」
が
失
業
し
、
更
に
今
春
の
就
職
予
定
者
の
う
ち
、
企
業
側
よ
り
内
定
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
生
や
高
校
生
は
七
百
六
十

九
人
に
上
る
見
込
み
で
あ
る
と
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
こ
の
様
な
短
期
間
に
大
勢
の
「
非
正
規
社
員
」
が
職
を

失
い
、
大
学
生
や
高
校
生
が
内
定
を
取
り
消
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
の
か
。
右
は
、
昨
年
来
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム

ロ
ー
ン
破
綻
に
端
を
発
す
る
米
国
発
の
金
融
危
機
に
よ
る
世
界
的
不
況
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ

の
一
方
で
、
二
〇
〇
一
年
、
小
泉
純
一
郎
内
閣
が
誕
生
し
て
か
ら
、
経
済
財
政
政
策
担
当
大
臣
や
総
務
大
臣
等
を
歴
任
し
た

竹
中
平
蔵
氏
の
主
導
に
よ
り
、
過
度
な
規
制
緩
和
、
市
場
原
理
主
義
等
の
新
自
由
主
義
的
政
策
が
と
ら
れ
た
結
果
、
「
非
正

規
社
員
」
の
増
加
に
繋
が
り
、
今
日
の
状
況
が
つ
く
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
根
幹
に
あ
る
と
も
考
え
る
。
政
府
、
特
に
厚
労
省

の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

「
派
遣
村
」
へ
の
支
援
は
あ
く
ま
で
弥
縫
策
に
過
ぎ
ず
、
「
非
正
規
社
員
」
の
み
な
ら
ず
、
現
在
の
我
が
国
に
お
け
る
失

業
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
こ
れ
ま
で
数
度
に
わ
た
り
改
正
さ
れ
、
そ
の
対
象
業
種
を
拡
大
し
、
大
量
の
「
非
正
規
社
員
」

を
生
み
出
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
い
わ
ゆ
る
労
働
者
派
遣
法
を
再
改
正
し
、
派
遣
対
象
業
務
を
縮
小
す
る
こ
と
等
を
は
じ
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め
、
我
が
国
の
一
連
の
労
働
関
連
政
策
を
見
直
し
、
労
働
者
の
使
い
捨
て
を
許
さ
な
い
等
、
政
府
が
根
本
的
な
対
応
策
を
と

る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
。
政
府
と
し
て
、
「
非
正
規
社
員
」
は
じ
め
我
が
国
に
お
け
る
失
業
問
題
を
解
決

す
る
た
め
、
ど
の
様
な
具
体
策
を
と
る
考
え
で
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


